
＜参考資料１＞

作付⾯積調査

【現状】

地⽅農政局等

↓ ↓

営農計画書等の提出 農業関係機関のネット
ワークによる聞き取り

↓ ↓

↓ ↓

農林⽔産省統計部

概要公表（10⽉中旬）
詳細公表（翌年２⽉下旬）

【変更後】

↓ ↓

営農計画書等の提出 農業関係機関のネット
ワークによる聞き取り

↓ ↓

　

→ → 地⽅農政局等 ←

↓ ↓

農林⽔産省統計部

概要公表（10⽉中旬）
詳細公表（翌年２⽉下旬）

地⽅農政局等の職員や統計調査員
が、⽔稲の作付状況を実地に確認等
（実測調査︓約10,000か所）

⽔稲の作付⾯積に関する⾏政記録情報と統計調査の現状と今後

各都道府県及び地域農業再⽣協議会別の作付結果に
ついて公表（毎年10⽉中旬⽬途）

地⽅農政局等
（要領の別紙様式第１号の取りまとめ…⾏政記録情報）

農林⽔産省農産局

↓

⾏政記録情報
（「需要に応じた⽶の⽣産・販売の推進に関する要領」による情報把握）

農林業経営体

地域農業再⽣協議会（注）

↓
都道府県農業再⽣協議会

（注）東京都と沖縄県については、東京都農業再⽣協議会及び沖縄県農業
再⽣協議会が、地域農業再⽣協議会を兼務

（実測調査の取りやめ）

情 報 活 ⽤
（直近の５
年平均のカ
バ ー 率 ︓
98.5％）

⾏政記録情報で
把握できていない
可能性のある範
囲で、補完的に
情報収集

↓

地⽅農政局等
（要領の別紙様式第１号の取りまとめ…⾏政記録情報）

農林⽔産省農産局

各都道府県及び地域農業再⽣協議会別の作付結果に
ついて公表（毎年10⽉中旬⽬途）

農林業経営体

地域農業再⽣協議会（注）

↓
都道府県農業再⽣協議会

⾏政記録情報の収集の流れに変更はなく、こちらの
公表についても、これまで同様に⾏われる。

事務局作成


